
 

 

令和６年度 

 

 

第 8回定例農業委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 11月 20日  開催 

令和 6年 11月 20日  閉会 

 

 

 

（場所）綾川町綾南農村環境改善センター 

  



 

令和６年度 第８回 綾川町農業委員会会議録 

 

農委告示 第 11号 

令和６年度 第 8回 農業委員会を次のとおり招集する。 

 

令和 6年 11月 13日 

 農業委員会会長  谷本 利信 

 

召 集  令和 6年 11月 13日 

場 所  綾川町綾南農村環境改善センター 

開 会  令和 6年 11月 20日  午後 1時 30分 

閉 会  令和 6年 11月 20日  午後 3 時 40分 （会期１日） 

 

第１日目（11月 20日）     出席委員   18名 

1番 谷本 利信 8番 滝川 廣男 15番 横井 博美 

2番 笹川 武義 9番 三好 直樹 16番 長川 富雄 

3番 末長 憲二 10番 國重 義廣 17番 松岡 正広 

4番 長尾 清 11番 金滝 耕治 18番 松内 利和 

  12番 川西 正廣 19番 藤重 英子 

6番 中島 美紀 13番 丸尾 説男   

7番 佐藤 裕子 14番 福家 範行   

 

議事録署名委員 

      14番  福家 範行 委員、15番  横井 博美 

  

 欠席 

      5番  西川 謙三 委員 

 

公務のため出席した者の職氏名 

   事務局長 福家 勝己  副主幹 横井 邦洋  主査 岩部 有起   

 

傍聴人   人 

 

 

  

  



議 事 日 程 

  

令和 6年 11月 20日 

 

第 1 会期の決定について 

第 2 議事録署名委員の指名について 

第 3 議案第１号 農地法第３条（農業委員会）について 

第 4 議案第 2 号 農地法第４条（県知事）について 

第 5 議案第 3 号 農地法第５条（県知事）について 

第 6 議案第 4 号 農地改良にかかる届出について 

第 7 議案第 5 号 現況証明（農委分）について 

第 8 議案第 6 号 基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告）について 

第 9 議案第 7 号 農地中間管理事業法第１８条７項（農地利用配分計画の公告） 

について 

第 10 議案第 8 号 農地中間管理事業法第１９条２項【農地利用集積計画一括方式】 

について 

第 11 議案第 9 号 農業経営改善計画の認定（町）について 

第 12 報告第 1 号 農地法第１８条（通知）について 

第 13 報告第 2 号 農地法第 4条許可処分取消について 

 

  

  



令和 6年 11月 農業委員会議事録 

 

午後 1時 30分  開会 

 

職務代理（笹川） 

   みなさま、こんにちは。定刻が参りましたので、ただいまから令和６年度第 8回農業委員会を開

催します。出席者の方へのお願いです。携帯電話をお持ちの方は、本会開催中、マナーモード若し

くは、電源をお切りいただきますようお願いいたします。それでは、会長よりご挨拶お願いします。 

 

会長（谷本） 

   【挨拶】 

 

職務代理 

   ありがとうございました。続きまして、事務局よりご挨拶をお願いします。 

 

事務局 

   【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。それでは、議事に移ります。議事進行につきましては、通例により、

谷本会長、議事進行をお願いします。 

 

議長 

   それでは議事に移ります。本日の欠席者は、5番 西川 謙三 委員の 1名です。よって、農業

委員出席者は、18名です。 

会期の決定ですが、会期は本日１日限りといたします。なお、「議事録署名委員の指名につい

て」ですが、私の方で指名してよろしいでしょうか。 

 

委員一同 

はい。 

 

議長 

本日の議事録署名人には、14番  福家 範行（ふけ のりゆき）  委員 

 15番  横井 博美（よこい ひろみ）  委員 

を指名します。 

 

 

 

 



議長 

   本日の議案の審議に移ります。議案第 1号について、事務局より説明願います。 

 

事務局 

   議案第 1号、農地法第３条の規定による許可申請について説明致します。今月は 6件です。 

 

議案第 1号-1 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 62万円 

申請地： ■■■■■■■■■■  畑 201㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明： 申請に至った理由ですが、譲受人が申請地に隣接する宅地を取得することとなった際、町

外に居住し農地管理に苦慮していた譲渡人より申請農地売買の話があり、譲受人も農作業に

興味があったため、両者の意向が合致し、本申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積はなく、農作業歴もありませんが、取得する宅地の隣接地でもあり、面

積も 201㎡と十分管理可能な面積であると判断できます。 

取得後の営農計画としては、野菜を予定しております。 

譲受人の農作業の従事予定日数は 150日で、小面積であることから機械の取得予定はなく

鍬を使用した手作業にて管理する計画となっております。また、野菜を作付けする計画であ

ることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、現在の自宅からは 3.7 ㎞車で 10 分、取得予定の宅地からは

徒歩 1分未満の隣接地であり、通作可能な圏内に居住しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しな

いことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-2 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 30万円 

申請地： ■■■■■■■■  田 265㎡外２筆 合計 1,228㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■𠮷■■■■■■■■■■■■■■ 

説明： 申請に至った理由ですが、申請地は譲渡人が相続にて取得したものの自身が県外に居住し

ているため管理に苦慮しており、隣接する宅地も含めて、手放すことを検討していたところ、

譲受人が譲渡人の土地をすべて引き受けることで話がまとまり、本申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積はなく、農作業歴もありませんが、取得する宅地の隣接地であり、近隣

農家の協力を得ながら管理する計画です。 

取得後の営農計画としては、水稲、野菜を予定しております。 

譲受人の農作業従事予定日数は 100日ですが申請人夫婦及び父親が従事予定で、機械の所



有状況については、トラクター、コンバイン、田植機を地元協力者よりリース予定としてお

ります。 

また、水稲、野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、現在の住所地からは 2.5 ㎞、車で 10 分であり、取得予定の

宅地からは徒歩１分未満の隣接地となっているため、通作可能な圏内に居住しているものと

考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しな

いことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-3 

地 図： ■■■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 10万円 

申請地： ■■■■■■■■■■  田 4,442㎡ 外 1筆 合計 5,060㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明： 申請に至った理由ですが、譲渡人は労働力不足のため農地の手放すことを検討し、譲受人

に打診したところ、今後本格的に農業に専念し経営規模の拡大を考えていた譲受人との間で

意向が合致し申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積は、自作地が 12,638.05 ㎡あり、経営地については全て適切に維持管理

されています。 

取得後の営農計画としては、■■■■■■を予定しております。 

譲受人の農作業暦は、30年、農作業の従事日数は、150日で、機械の所有状況については、

トラクター、コンバイン、耕運機、田植機、乾燥機、軽トラックが各 1台、農舎 100㎡あり

ます。 

譲受人は隣接農地にて■■■■■■のハウスを建設中であり、今後■■■■■■栽培を申

請地へ拡大する計画地としています。そのため隣接地と同じ作物を栽培する計画であること

から、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、0.6 ㎞、車で 3 分であり、通作可能な圏内に居住しているも

のと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しな

いことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-4 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 1万円 

申請地： ■■■■■■■■■■  田 96㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明： 申請に至った理由ですが、申請地は譲受人の自宅の隣接地にあり、貸借権の設定はありま



せんが、これまでも譲受人が管理・耕作を行ってきました。譲渡人では申請地の管理が難し

いことや、譲受人が管理・耕作を行っていることから、売買することで両者の意向が合致し、

本申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積はありませんが、さきほど説明したように申請地の管理をしており、申

請地については適切に維持管理されています。 

取得後の営農計画としては、白菜、ブロッコリー等の野菜を予定しております。 

譲受人の農作業暦は、5年、農作業の従事日数は、300日で、機械の所有状況については、

トラクターを 1台、農舎 120㎡あります。 

これまでと同じく野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、0 ㎞、自宅の隣接地であることから、通作可能な圏内に居住

しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しな

いことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-5 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡 

申請地： ■■■■■■■■■■  畑 814㎡外 1筆 合計 984㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明： 申請に至った理由ですが、譲渡人は労力不足により管理が困難であり荒廃農地となること

を防ぐために日常管理できる人を探していたところ、譲受人との間で話が整い申請に至った

ものです。なお、譲受人は町外に居住しているものの、自身が代表を務め常勤する法人が申

請地から 1.6㎞の位置にあるため、日常的な管理はそこから行う計画です。また、申請地に

隣接する宅地に関しても、今後取得する計画であること聞いております。 

譲受人の経営面積は綾川町にはありませんが、■■■にて自作地が 2,622㎡あり、■■■

農業委員会に照会した結果、経営地については全て適切に維持管理されている旨の回答があ

りました。 

取得後の営農計画としては、ジャガイモ、サツマイモを予定しております。 

譲受人の農作業暦は、■■■の農地を取得して以降となる 2 か月、農作業の従事日数は、

270 日を予定しています。機械の所有状況については、トラクターを 1 台所有しているもの

の主に■■■の農地管理に使用する予定で、申請地の管理には地元協力者からリース予定の

農機具を利用予定です。 

また、ジャガイモ、サツマイモの作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと

考えます。 

対象農地までの通作距離は、自宅からは 27㎞、車で 40分であるものの、勤務する法人か

らは 1.6㎞、車で 4分です。通作距離の判断としては住所や拠点となる事務所から農地まで

の距離が 20 ㎞以内を目安とすることとなっており、本案件については常勤する事務所から

の距離が 1.6㎞であることから、通作可能な圏内であるものと考えられます。 



以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しな

いことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-6 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡 

申請地： ■■■■■■■■■■■■  田 1,270 ㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明： 申請に至った理由ですが、譲渡人は農地の管理に苦慮しており手放すことを検討し受け手

を探していたところ、申請地の周辺農地を耕作している譲受人との間で話が整い申請に至っ

たものです。 

譲受人の経営面積は、自作地が 6,449.7 ㎡、借入地が 6,059 ㎡、合計 12,508.7 ㎡あり、

経営地については全て適切に維持管理されています。 

取得後の営農計画としては、水稲を予定しております。 

譲受人の農作業暦は、35 年、農作業の従事日数は 240 日で、機械の所有状況については、

トラクター、コンバイン、耕運機、田植機、軽トラックが各 1台、農舎が 45㎡あります。 

また、水稲の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、自宅からは 0.7㎞、車で 3分であり、通作可能な圏内である

ものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しな

いことから、許可相当と考えます。 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議長 

以上のように事務局から説明がありましたが、議案第１号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

   続きまして、議案第 2号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 2号「農地法第 4条の規定による許可申請」について説明します。 

今月は３件です。 

 



議案第 2号-1 

 地図・図面： ■■■■■■■■  図面番号 4条－1 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■ 田 83㎡ 合計 83㎡ 

（現況地目は宅地） 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■ 宅地 559.63㎡ 及び 農道・水路（用

途廃止予定）  合計 585.63㎡ 

 申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

 転用目的 ： 農家住宅の宅地拡張 

 施設の概要： 農家住宅 

住宅 2 階建 1 棟 62.93 ㎡、倉庫平屋建 1 棟 141.68 ㎡      

合計 204.61㎡ 

 説明   ： 【理由】 申請地は、北、東側が農道に接しているが人の通り程度 

の幅であり自動車の乗入れが出来なかった。 

    南側県道から出入りするために平成元年頃に申請地を購入 

、敷地を拡張し平成 9年に新たに住宅を建築した。 

本申請地において農地法の認識不足であり、未申請のま 

ま敷地利用してしまっていたことを反省し、適切な手続き 

を行うことの始末書を添えての申請となります。 

 また、宅地と申請の間に公共用財産（水路）が存在して 

おり、これについても用途廃止手続き中である。 

農家住宅部分としては、土地の有効利用面積 668.63㎡に対 

して建物面積が 204.61㎡で、土地利用率 30.6％≧30％。 

  【資金】今回、新たに必要な資金は発生していません。 

  【期間】不明（平成元年の土地購入時頃） 

  【造成】新たな造成はなし。 

  【排水】雨水：自然浸透及び前面県道側溝へ放流 

 汚水：既設合併浄化槽で処理後、前面県道内の公共下水管 

へ放流 

  【他法令許可】公共用財産（農道・水路）の用途廃止 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■ 

  【隣接同意】隣接農地なし 

   【始末書】あり 

 

 

議案第 2号-2 

 地図・図面： ■■■■■■■■  図面番号 4条－2 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■ 田 109㎡ 合計 109㎡ 

 地種   ： 第 2種農地 



 併用地  ： ■■■■■■■■■ 宅地 148.09㎡外 3筆 合計 760.03㎡ 

 申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

 転用目的 ： 農家住宅の宅地拡張 

 施設の概要： 農家住宅 

住宅平屋建 1棟 181.35 ㎡ 

農業用倉庫 1棟 108.00 ㎡      合計 289.35 ㎡ 

 説明   ： 【理由】 申請人は、3ha程度の耕作を行う兼業農家であるが、旧 

家の老朽化及び家族の増加に伴い、営農を継続しつつ生活 

の利便性の向上を図るため、家の建替えを必要としており、 

今後の農作業において既存農業用倉庫及びその敷地を活用 

するため、旧家のあった部分から北へわずかに宅地を拡張 

して建築する計画とした。 

農家住宅部分としては、土地の有効利用面積 869.03㎡に対 

して建物面積が 289.35㎡で、土地利用率 33.29％≧30％。 

  【資金】造成費 1,040万円、建築費 3,780万円、合計 4,820万円 

    借入金 4,820万円 

  【期間】許可後Ｒ7.1/10～Ｒ7.11/30 

  【造成】南北西側 3 方に 1ｍ程度のｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁設置し、東側町道と

同じ高さまで花崗土等で盛土し造成。 

  【排水】雨水：宅地内雨水溝・雨水枡を設置集水し、町道東側水路 

へ放流。 

 汚水：合併浄化槽を設置・処理水を町道内公共下水管へ接 

続・排水。 

  【他法令許可】町道道路工事施行承認申請 

  【水利】■■■■■■■■■■■ 

 

 

議案第 2号-3 

 地図・図面： ■■■■■■■■  図面番号 4条－3 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■ 田 53㎡ 合計 53㎡ 

（現況地目は宅地） 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■ 宅地 660.11㎡ 合計 660.11 ㎡ 

 申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

 転用目的 ： 農家住宅の宅地拡張 

 施設の概要： 農家住宅 

住宅平屋建 1棟 311.19 ㎡ 合計 311.19㎡ 

 説明   ： 【理由】 申請人の父親の代（昭和 63年頃）から農家住宅用地へ 

の進入路として造成・利用してきた。 



今回、農地を確認している中で無断転用が判明し、本申請 

に至ったものです。 

     申請地は宅地と隣接しており、一体的に利用している状 

態です。 

農家住宅部分としては、土地の有効利用面積 713.11㎡に対 

して建物面積が 311.19㎡で、土地利用率 43.63％≧30％。 

本申請地において未申請のまま造成に着手してしまって 

いることを反省し、適切な手続きを行うことの始末書が添 

付されています。 

  【資金】今回、新たに必要な資金は発生していません。 

  【期間】昭和 63年 3～4月頃 

  【造成】新たな造成はなし。 

  【排水】雨水：宅地の既設桝から既設排水管にて隣接水路へ放流 

 汚水：なし 

  【他法令許可】公共用財産（農道）の使用許可 

  【水利】■■■■■■■ 

  【隣接同意】隣接農地なし 

   【始末書】あり 

 

 

議長 

議案第 2号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

   続きまして、議案第 3 号についてですが、2 番の案件と議案第 4 号、報告第 2 号が関連案件です

ので、2番の説明時に前後することをご了承ください。 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

 

事務局 

まず議案第 3号の 1番を説明。 

続いて、2番の案件ですが、会長が申しましたとおり、議案第 4号、報告第 2号と関連案件です 

ので、まず報告第 2号から説明し、続いて議案第 3号 2番、議案第 4号の順番で説明いたします。 

その後、議案第 3号 3番、4番を説明いたします。 

     



議案第 3号-1 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■ 図面番号 5条－1 

 権利設定 所有権移転 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■ 田 394㎡外 6筆 合計 9,630㎡ 

 地種   ： 3 種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■ 雑種地 92㎡ 用途廃止水路 5.85㎡ 

合計 97.85㎡ 

 申請者  ： 【譲渡人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

【譲受人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 転用目的 ： 宅地分譲２６区画 

 用途   ： 宅地分譲 

 施設の概要：  

 申請内容 ： 

説明 

【理由】 申請人は、■■■■■■に主たる事務所を置き、平成 4

年に設立した不動産取引業等を行う法人です。 

転用に及んだ理由ですが、現在、■■■■■■■■周辺

において土地購入の問い合わせが多数寄せられているが、

当該地域に当社販売物件がなく、本計画地周辺における弊

社過去実績及びお客様からの問い合わせ頻度から検討し

た結果、２６区画以上の販売が見込めると判断、またご要

望の各区画面積を検討した結果合計■■■■■㎡以上が

必要であると判断いたしました。 

申請地は、綾川町において用途地域として第一種住居地 

域、また第二種中高層住居専用地域の指定を受けている住 

居の環境を守る地域として、宅地化が進んでいる地域であ 

り、周辺への影響も少ないことから候補地に選定し、土地 

所有者との間で話が整ったため本申請に至ったものです。 

 第３種農地であることや、■■■■■■■■■■■■に

も近いことから交通の便が良く、近隣には住宅団地があ

り、町役場、小学校、こども園、大型商業施設も近く、住

環境に優れていることから販売の見込みも十分にあり、事

業計画も妥当であると考えられること、都市計画法の開発

許可の事前協議も進めており、他法令の許可見込みもある

ことから、許可相当と判断しております。 

  【資金】土地代 3,000万円、造成費 3,000万円、建築費 0万円  

合計 6,000万円 

 ＜内訳＞自己資金 6,000万円 

  【期間】許可後Ｒ7.1.15～Ｒ8.1.14 

  【造成】盛土 良質花崗土 H＝0.4～0.8ｍ 切土 なし 



コンクリート擁壁 H＝0.5～1.3ｍ 

  【排水】雨水：最終桝を設置し、隣接東側水路に放流 

汚水：公共下水道に接続して排水 

  【他法令許可】公共用財産用途廃止申請 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■■■ 

    ■■■■■■■■■■■■■■ 

  【隣接同意】なし 

 

 

   まず、報告第 2号（農地法第 4条許可処分取消）についてです。（議案書Ｐ30） 

報告第 2号（農地法第 4条許可処分取消） 

 地図・図面： ■■■■■■■■ 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■ 田 805㎡ 合計 805㎡ 

 地種   ： 2 種農地 

 申請者  ： 【申請人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 転用目的 ： 太陽光発電施設 

 内容説明 ： 【理由】 申請人は、自身所有農地に太陽光発電設備を整備する予 

定で■■■■■■■■■■付け 4 条県許可を受けておりま

し 

たが、体調不良と資金計画が成り立たなくなり、計画を成 

就することなくお亡くなりになりました。 

その後、申請農地は耕作に至らず、管理状態で維持されて 

きました。 

この後議案説明いたしますが、今回、現在の所有者であ 

る■■■■氏と、太陽光発電施設事業を展開し、転用可能 

用地を探していた■■■■■■■■■■■■■■■■■と 

の話がまとまり、まずは前述の 4条許可について白紙に戻 

すため、許可取消願いがなされたものです。 

 

 

   続いて、議案第 3号-2についてご説明いたします。（議案書Ｐ5） 

議案第 3号-2 

 地図・図面： ■■■■■■■■ 図面番号 5条－2 

 権利設定 所有権移転 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■ 田 272㎡外 1筆 合計 1,417 ㎡ 

 地種   ： 2 種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■ 宅地 105.47㎡ 合計 105.47 ㎡ 

 申請者  ： 【譲渡人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

【譲受人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 転用目的 ： 太陽光発電施設 

 用途   ： 太陽光発電施設 

 施設の概要： 太陽光発電施設 7基 524.16㎡ 

電柱      1基 0.01 ㎡ 

 申請内容 ： 

説明 

【理由】 申請人は、■■■■■に主たる事務所を置き、平成 25 

年に設立した太陽光発電施設設置等を行う法人です。 

転用に及んだ理由ですが、譲渡人である■■■■氏は、

先に説明した■■■■■さんのご子息で、平成 29 年の太

陽光発電施設整備計画が頓挫し、元々耕作に不便であった

当該申請地の管理に苦慮していたところ、太陽光発電用地

を探していた譲受人である■■■■■■■■■■■■■

■■■■との話がまとまったため申請に至ったものです。 

申請農地は農地縁辺部であり営農への影響が小さいため選 

定したものです。 

 また、計画の施工にあたり水利組合と協議したところ、 

施設設置について雨水や土砂等の流出を最小限にしてほし 

いとのことから、水路から 6ｍ程度セットバックした土地 

利用計画にするなど、配慮しています。 

  【資金】土地代 300万円、造成費 200万円、建築費 1770 万円 

合計 2270万円 

＜内訳＞自己資金 2270万円 

  【期間】許可後Ｒ7.1.6～Ｒ7.6.30 

  【造成】高低差部分を在地で盛土・切土で整地する。 

  【排水】雨水：最終雨水枡を設置・集水後、東側水路へ放流 

汚水：なし 

  【他法令許可】なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■ 

  【隣接同意】なし 

 

 

続いて、議案第 4号についてご説明いたします。（議案書Ｐ6） 

   お配りしている修正分をご覧ください。 

議案第 4号（農地改良届） 

 地図・図面： ■■■■■■■■ 図面番号農地改良－1 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■  田 1,845㎡の内 698㎡ 

■■■■■■■■■■  田 584㎡ 

■■■■■■■■■■■ 田 177㎡の内 124㎡ 

■■■■■■■■■■■ 田 384㎡の内 284㎡ 



合計 1,690㎡ 

 地種   ： 2 種農地 

 申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 改良の目的： 議案第 3号-2で説明したように、今回太陽光発電設備を設置する

にあたり東側・南側を通る水利組合との協議で、転用による雨水や

土砂などの流出を防ぐ措置として太陽光発電設備の設置のセットバ

ックした計画としている。 

この議案の農地改良申請地である北・西に残った農地についても、

山あいからの雨水や土砂が南側・東側水路へ流出し、南側隣接宅地

等、災害に至らないように、雨水の排水の為、土地を傾斜造成し、

西側～北側にかけて水路を設置・集水し、北東隅に設置する沈砂池

へ集水し、東側水路へ放流する改良を施すこととした。 

従来から排水など水管理に大変な農地でもあったので、整地後は

田としてでなく、果樹を植栽し管理していく計画である。 

  【資金】200万円 

  【期間】許可後Ｒ7.1.6～Ｒ7.6.30 

  【造成】在地による 盛土 最大 H=1.30ｍ、切土 最大 1.6ｍ 

申請地内雨水の排水の為、土地に傾斜造成し、西側～北側

にかけて水路を設置・集水し、北東隅に設置する沈砂池へ

集水し、東側水路へ放流する。 

  【排水】雨水：ため桝で集水後、東側水路へ放流 

汚水：なし 

  【他法令許可】なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■■ 

  【隣接同意】なし 

 

 

議案第 3号-3 

 地図・図面： ■■■■■■■■ 図面番号 5条－3 

 権利設定 所有権移転 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■ 畑 378㎡ 合計 378㎡ 

 地種   ： 2 種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■ 宅地 755.39㎡外 6筆 合計 1,489.31㎡ 

 申請者  ： 【譲渡人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

【譲受人】■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 転用目的 ： 駐車場 

 用途   ： 駐車場 

 施設の概要： 特になし 



 申請内容 ： 

説明 

【理由】 ■■■■■■■■■■■■■周辺で申請者が民泊施設・

店舗を計画 

し、R5年 9月に許可を受けて整備中だが、■■■■■の北

側宅 

地を不足の利用者駐車場として取得する予定であったが、 

諸事情により取得できなくなった。 

周辺において適地を探していたが、今回申請地の所有者が

管理に苦慮していることもあり、当該申請地を取得するこ

とで話がまとまった。 

申請地からは 300ｍ程度であり、町道にも面していること

から申請に至った。 

  【資金】土地代 10万円、造成費 20万円、建築費 0万円 

合計 30万円 

＜内訳＞自己資金 30万円、借入金 0万円 

  【期間】許可後Ｒ7.1.16～Ｒ7.3.31 

  【造成】表層 10㎝を取除き、クラッシャーラン 10㎝敷均し。 

  【排水】雨水：自然浸透及び南側へ集水後、東側道路側溝へ放流。 

 汚水：なし 

  【他法令許可】なし 

  【水利】なし 

  【隣接同意】■■■■ 

 

 

議案第 3号-４ 

 地図・図面： ■■■■■■■■ 図面番号 5条－4 

 権利設定 使用貸借権 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■ 田 1087㎡外 4筆 合計 6,396㎡ 

（田 3筆 5,458㎡、畑 2筆 938㎡） 

 地種   ： 1 種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■■ 山林 892 ㎡外 6 筆 公共用財産払下

農道・水路 合計 3,600.6 ㎡ 

 申請者  ： 【貸人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

【借人】■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 転用目的 ： 建設残土による農地造成 

 用途   ： 建設残土による農地造成 

 施設の概要： なし 

 申請内容 ： 

説明 

【理由】 今回の申請は、令和 3年 12月に許可を受けて 3年間の許

可工事期間で施行していた建設残土の処分による農地造成



が完了に至らなかったための再申請であります。 

申請農地は、昭和 59，60年に施行した「■■■■■■■■

整備基金助成事業」の単県土地改良事業■■■■■■■ 

エリアに属している第１種農地で、■■■■■■■■■■

■■■■■■■ 田 1,087 ㎡外 4筆 合計 6,396㎡です。 

併せて利用する土地は、近隣の山林等 3,600.6 ㎡です。 

当初からの土地造成計画は、建設残土による盛土量 37,400 

㎥、切土量は、101.8 ㎥の計画となっており、現在の投入 

した盛土量は、14,500 ㎥であり、進捗率は 38.7％となって 

います。 

 

造成後の農地耕作面積（法面を除いた作付可能な面積） 

は 6,963㎡になっており、計画区域内にある農道水路は機 

能交換することで、建設課等関係部局との協議が整ってい

ます。 

 

     転用に及んだ理由ですが、譲渡人は、申請地の北東 50ｍ

ほどで約 10,000 ㎡の■■■■■■■の栽培を行う農事組

合法人 ■■■■■の代表で、造成後には将来■■■■■■

■の栽培用ハウスの建築を考えています。 

過去に基盤整備を行いましたが、進入に不便なところがあ

ったり、地下水の高い部分があったりします。 

ハウスの建設にあたり、土地を有効的に利用するためや、

十分な作業路を確保するため、土地の地上げ、区画の再整

備を計画し、譲受人に相談したところ、受注した土木工事

等施工に伴い発生する、自社の管理する建設残土処分場用

地を探していたことから、互いの意向が合致したため申請

に至ったものです。 

 造成後の営農計画としましては、盛土直後は地盤が不安

定であることから、当面は露地の小菊を栽培する予定で、

農地は、法人に貸す予定です。 

 

申請農地は第１種農地ですが、不許可の例外規定の『申 

請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に 

供するために行うものであって、当該利用の目的を達成す

る上で当該農地を供することが必要であると認められるも

のであること』に該当すること、また、形質変更に係る転

用の事務処理基準の『工事施工前と比較して明らかに耕作

の利便性が低下すると認められないこと』に該当し、事業



計画も適正で、転用の確実性が確認できること、他法令の

調整状況も了とされる見込みであり、地元水利組合の同意

も得ていることなどから、許可相当と判断しております。 

  【資金】土地代 0万円、造成費 1,000万円、建築費 0 万円 

合計 1,000万円 

＜内訳＞自己資金 1,000万円、借入金 0万円 

  【期間】Ｒ6.12.21～Ｒ9.12.20 

  【造成】盛土 建設残土 Ｈ＝0～5.71ｍ、切土 Ｈ＝0～0.7ｍ 

  【排水】雨水：排水路、排水桝を設置して東側既設水路に放流 

 汚水：なし 

  【他法令許可】法定外公共物申請 

       農道水路を新設付替え、一部用途廃止 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■■ 

  【隣接同意】なし 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

 

議長 

議案第 3号、議案第 4号、報告第 2号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

議長 

   続きまして、議案第 5号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第５号現況証明について、説明します。今月は 1件です。 

議案第５号－1 

 地図・写真： ■■■■■■■ 図面番号 非農地-1 

 申請地： ■■■■■■■■■■■ 田 22㎡ 合計 22㎡ 

 現況地目： 農業用施設（農道） 

 利用状況： 農道 

 申請人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請理由： 申請者の父の時代である昭和 58 年頃に、近隣農地を含めて耕

作する際に、機械等の行き来など、農地の維持管理に不便を感じ

たことから農地の一部を農道として利用していたが、今回、農業

用施設として地目変更のため、非農地証明を行うにいたりまし



た。 

非農地証明をしたとしても周辺農地に与える影響はないものと

考え、問題はないと判断しております。 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 5号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

続きまして、議案第 6号についてですが、6番、7番に、國重 義廣（くにしげ よしひろ）委員

に関係する案件が含まれますので、審議の間、國重委員はご退室をお願いします。 

 

【 國重委員退室 】 

 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい。案件第 6～7号について、説明します。 

P.10～11をご覧ください。 

 

議案第 6号-6～7 

所在：  ■■■■■■■■■■■ 田 832 ㎡外 4筆 合計 3,900㎡ 

利用権： 賃貸借権 

貸付人： 6号 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

     7号 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人経営面積： 93,381㎡ 

利用目的： 水稲、麦 

賃料： 年間 10ａ当り 5,000円 

期間： R6.12.1～R12.11.30（6年間） 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 



議長 

案件 6番、7番につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

それではさきに採決を行います。 

議案第 6号の 6番、7番について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

挙手多数 

 

議長 

挙手多数と認めます。この案件は可決されました。國重委員は、入室の上、ご着席下さい。 

 

  【 入室 】 

 

議長 

事務局より、残りの案件につきまして説明を求めます。 

 

事務局 

はい。先ほどご審議いただいた案件を除く残りの案件について説明します。 

P.8～P.12をご覧ください。 

権利種別、貸借権設定です。 

契約件数：6件  合計  15,722㎡ 

内訳 

新規契約： 1～5番  5件 15,239㎡ 

更新契約：   8番 1件   483㎡ 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 6についてご質問はありませんか。 

 

 

委員一同 

   なし 

 

 



議長 

   続きまして、議案第 7号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい。議案第 7号、機構が中間管理権を有する農地の利用権設定です。今月の案件は、機構の借

受と機構からの貸付の終期が異なり、機構からの貸付の終期を先に迎えた契約について、耕作者を

変更するものです。P.13をご覧ください。件数は 1件、面積は 2,701㎡です。 

現契約の土地所有者から機構への借受期間は R10.12.31まで続いているものの、耕作者への貸付

期間が、R6.12.31 で満了となるため、R7.1.1 から R10.12.31 まで、耕作者を変更して貸し付ける

ものです。 

貸付先は、■■■■■■■■で、利用権は賃貸借権、賃料は 10a あたり 5,000 円での契約です。 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 7号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

続きまして、議案第 8号についてですが、8番、9番に、滝川廣男（たきがわ ひろお）委員に関

係する案件が含まれています。 

審議の間、滝川委員はご退室をお願いします。 

 

 

【 滝川委員退室 】 

 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい。議案第 8 号、農地機構を通じた利用権設定です。案件第 8～9 号について、説明します。

P.18～19をご覧ください。 

所在：  ■■■■■■■■■■ 田 1,480 ㎡ 外 2筆 合計 3,446 ㎡ 

利用権： 賃貸借権 

貸付人： 8号：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

     9号：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■ 



転貸人： 高松市仏生山町  (公益)香川県農地機構 

借受人経営面積： 125,434.35㎡ 

利用目的： 水稲・麦・野菜 

賃料： 年間 10ａ当り 5,000円 

期間： R6.12.1～R12.11.30（6年間） 

以上ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

案件 8番、9番につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

それではさきに採決を行います。 

議案第 8号の案件 8番、9番の 2案件について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

挙手多数 

 

議長 

挙手多数と認めます。この案件は可決されました。滝川委員は、入室の上、ご着席下さい。 

 

  【 滝川委員入室 】 

 

 

議長 

事務局より、残りの案件につきまして説明を求めます。 

 

事務局 

はい。先ほどご審議いただいた案件を除く残りの案件について説明します。 

P.14～P.24をご覧ください。 

契約件数：  17件  合計  57,051㎡ 

新規契約：  3～7、12、16～19番  10件  41,339㎡ 

更新契約：  1～2、10～11、13～15番  17件  15,712㎡ 

変更契約：  なし 

貸付先としましては、1 番を■■■■氏へ、2 番を■■■■氏へ、3～5 番を■■■■■■■■■

■■へ、6番を■■■氏へ、7番を■■■■氏、10～12番を■■■■氏へ、13～14番を■■■■氏

へ、15～16 番を■■■■■■■■■■■■■へ、17～19 番を■■■■■■■■へ貸し付けるもの



です。 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 8号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

   続きまして、議案第 9号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

続きまして、議案第９号についてです。 

 

議案第９号－1（更新） 

 認定更新期限： 令和 6 年 11月 25日 

予定認定番号： 26-5-再 2号 

申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■ 

生年月日  ： ■■■■■■■■■■ 

 営農類型  ：（Ｒ11目標） 採種タマネゴ、ぶどう（ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ） 

 生産量目標 ：（Ｒ11目標）  

 現状 Ｒ11年目標 

採種タマネギ 500㎏ 70 ａ 700㎏ （100㎏/10ａ） 

ぶどう(ｼｬｲﾝﾏｽｶｯ

ﾄ) 

 － 3.5ａ 580㎏ （1,657㎏/10ａ） 

 

 目標所得：  6,000千円 

 年間労働時間 2,000時間 

農業経営改善の方向の概要： 

平成 26年に認定を受け、現在は借入地において採種タマネギを栽培している。 

     経営農地内に排水が悪い所があるので、作付け前に機械で排水対策するなど作 

付け生産向上に努めるとともに、病害虫防除対策と除草管理等の日常管理を適 

正に行う。 

新たにぶどう（ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ）の栽培を試作しているが、作付品目として生産性の 

確保ができるようにしたい。 

また、現在は本人 1人で経営にあたっており、定植・収穫時期等の繁忙期に臨時雇用によ



って補完している状況であり、今後は作業行程も考慮し、臨時雇用の有効活用を図って、休

日等もとれるよう、農業従事時間に余裕をもたせたい。 

経営については、税理士に委託し青色申告している。経営分析する中で、経費（日当雇用

→時間雇用、使用農薬の見直し）の見直しを行うとともに、各種研修会に参加し、経営分析

の手法等を習得し、経営改善を図りたい。 

機械の老朽化などにより作業効率に支障がでているので、補助事業・農業制度資金・準備

金制度等を活用し、資本整備の充実を図っていきたい。 

 

先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認されています。 

      次期認定期間 令和 6年 11月 26日～令和 11年 11月 25日 

 

議案第９号－2（更新） 

 認定更新期限： 令和 6 年 12月 25日 

予定認定番号 ： 26-8-再 2号 

申請者    ： ■■■■■■■■■■■■■ 

住所     ： ■■■■■■■■■■■■■■ 

法人設立年月日： ■■■■■■■■■■ 

 営農類型   ：（Ｒ11目標）  水稲、麦、タマネギ、ブロッコリー 

 生産量目標  ：（Ｒ11目標） 

 現状 Ｒ11年目標 

水稲 400ａ 600ａ 28,800㎏ （480㎏/10ａ） 

麦 770ａ 1,400ａ 56,000㎏ （400㎏/10ａ） 

タマネギ 150ａ 100ａ 60,000㎏ （6,000㎏/10ａ） 

ブロッコリー 1300ａ 1000ａ 84,000㎏ （840㎏/10ａ） 

 

 目標所得： 10,000千円 

年間労働時間 2,000時間 

農業経営改善の方向の概要： 

平成 26 年に法人として認定を受け、借入地を拡大しながら水稲・麦・タマネギ・ブロッ

コリーの作付経営を行ってきた。 

近年、野菜の連作障害により病気が発生しているので、水稲・麦作付けへ移行などにより水

張消毒も検討している。また、機械の導入による効率的な作業体系の確立や、計画的な作付

けにより、周年を通した安定収量確保に努めたい。 

 労働時間については、法人構成員が 3人から 2人になったことなどにより、定期的な休日

もとれていないので、作業委託や常時雇用者の確保も検討することで、農業従事時間にゆと

りを持たせたい。 

 経営管理は、専門家に委託して経営分析を行っている。作業委託により、作業時間や経費

の節減も検討する。 

 機械の老朽化などにより作業効率に支障がでているので、補助事業・農業制度資金・準



備金制度等を活用し、資本整備の充実を図っていきたい。 

 

先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認されています。 

次期認定期間 令和 6年 12月 26日～令和 11年 12月 25日 

 

以上、ご審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 9号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長  

続きまして、報告第 1号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

報告第１号、農地法第 18条の規定による合意解約の届出について説明します。今月は 8件で

す。 

 

報告 1－1 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■■■ 田 4,541㎡の内 1,481㎡ 

解約日：令和 6年 11月 5日 

説 明：転用目的による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

案件 2号と案件 3号は同一人に関する案件ですので一括で説明いたします。 

報告 1－2～3 

賃貸人：2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

    3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：2 ■■■■■■■■■■■ 田 4,541㎡の内 1,451㎡ 

    3 ■■■■■■■■■■■ 田 2,865㎡ 

解約日：令和 6年 11月 5日 

説 明：転用目的による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

案件 4号～案件 8号は同一人に関する案件ですので一括で説明いたします。 



報告 1－4～8 

賃貸人：4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

    5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

    6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

    7 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

    8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：4～8 ■■■■■■■■■■ 田 3407㎡外 13筆 合計 21,529㎡ 

解約日：令和 6年 10月 31日 

説 明：耕作目的による利用権の解約で、離作補償はありません。なお、解約後は別の農業者が

貸借することとなっております。 

 

以上です。よろしくお願いします。 

    

議長 

報告第 1号について、ご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

以上ですべての議案についての説明、質疑が終了しました。 

それでは、採決に入ります。 

本日提案された議案のうち、議案第 6号の 6番、7番、および議案第 8 号の案件 8番、9番の 

4案件を除く、議案第１号から議案第 9号について、原案通り賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

   全員挙手 

 

議長 

   全員の方の挙手をいただきましたので、議案はすべて承認されました。以上で本日の日程はすべ

て終了しました。ありがとうございました。 

 

職務代理 

本日も各委員さんのご協力により定例農業委員会が無事終了致しました。慎重なご審議ありがと

うございました。それでは、第８回定例農業委員会を閉会いたします。 

 

 



午後 3時 40分  閉会 

 

 

議事録署名人  

 

 

議 長                                 

 

 

 

委 員                                 

 

 

 

委 員                                 

 

 

 


